
２３ 新沖縄県離島振興計画
（平成14年度～平成23年度）

◎ 体系図

総 説 計画策定の意義
計画の性格
計画の期間
計画の目標

計画の基本方向 離島を取り巻く時代潮流
基本的課題 離島の地域特性

基本的課題

振興の基本方向 自然環境の保全と活用
地域特性を生かした産業の振興

振興の基本方向 安らぎと潤いのある生活空間の創造と
健康福祉社会の実現
多様な人材の育成と文化の振興
持続的発展を支える基盤づくり
地域間交流の促進による島の活性化

自主的・主体的な地域づくり
離島振興推進に 地域の再評価、再発見
当たっての視点 新たな視点を生かす取り組み

効率的な行政体制の整備
振興施策の展開

自然環境の保全・活用

観光・リゾート
地域特性を生かした 亜熱帯性気候等の地域特性
産業の振興 生かした農林水産業の振興

地場産業の振興

環境負荷の少ない循環型社会の形成
安らぎと潤いの 生活環境基盤の整備
ある生活空間の創造 農山漁村の総合的整備

災害に強い県土づくり

健やかで安心できる暮らしの確保
健康福祉社会の実現と 保健医療の充実
安全・安心な生活の確保 ともに支える社会の構築

安全・安心な生活の確保

学校教育の振興
多様な人材の育成と 社会教育の振興
文化の振興 産業や地域社会を担う人づくり

地域文化の振興

交通体系の整備
持続的発展を支える 情報通信基盤
基盤づくり 水資源

エネルギー

地域間交流の促進による島の活性化

圏域別振興方策 北部圏域
中・南部圏域
宮古圏域
八重山圏域
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◎ 新沖縄県離島振興計画（抄）

第１節 計画策定の意義

本県は、全国でも有数の離島県で、東西約1,000キロメートル、南北約400キロメートルに及ぶ広大な海

域に点在する多くの島々から成り立っている。沖縄振興特別措置法により指定された離島は55島で、このう

ち、有人離島は40島である。

指定離島の面積は1,027平方キロメートルで、県土面積の45.2パーセントを占め、また、平成12年国勢調

査に基づく人口は128,694人で、県人口の9.8パーセントを占めている。

離島振興については、これまで３次にわたる沖縄振興開発計画及び沖縄県離島振興計画等に基づき、

諸施策が進められ、各種社会資本の整備が図られてきた。

また、財政力が脆弱な離島市町村に対して、県単独補助事業、国庫補助事業に対する県費の嵩上げ、

過疎債・辺地債の許可等行財政上の支援措置を講じてきた。

その結果、農林水産業等の生産基盤、空港、港湾、道路等のアクセス基盤の整備、水道、電気等の生

活関連、医療・福祉・教育施設等の整備を中心に各面にわたり相当の成果を上げ、住民生活も向上すると

ともに、産業面においては、特に観光関連の分野で進展が見られるなど、離島地域の社会経済は着実に

発展してきた。

しかしながら、離島は、四方を海に囲まれ（環海性）、また、その面積も比較的狭く（狭小性）、しかも、経

済、文化の中心から遠く離れている（隔絶性）といった地理的及び自然的条件等から、医療・福祉等の生活

環境面で低位にあるほか、情報通信基盤の後れなど依然として格差がある。

また、若年層の慢性的な流出や高齢化が一層進行するなど、なお多くの課題が残されている。

このような中、本土との格差是正を基調とするキャッチアップ型の振興開発だけではなく、沖縄の地域特

性を十分に発揮したフロンティア創造型の振興策への転換を進める「沖縄振興計画」が策定され、離島の

振興策についても新たな展開が求められている。

本県の離島は、亜熱帯・海洋性気候の下、年間を通して温暖で、美しいサンゴ礁の海に代表される豊か

な自然、独特な伝統文化やゆったりとした生活空間を有している。

また、多彩な特産品や優れた工芸品を産出するなど、地域特性を生かした振興策を推進する上での有

力な資源を有している。

近年、価値観の多様化や社会情勢の変化に伴い、物質的な豊かさや利便性を求めることから、心の豊

かさや自然とのふれあいなど、ゆとりや潤いのある生活への志向が高まってきている。

このような中で、離島は、豊かな自然環境、文化、歴史的遺産の保全を図り、国民の健康保養や癒しの

場を提供するなど、その果たす役割はますます重要となってきている。

このため、今後の離島振興を進めるに当たっては、これまでの成果を踏まえ、引き続き、自然環境、文化、

歴史的遺産の保全を図りつつ、各種基盤整備等を推進し、離島の持つ不利性の軽減に努めるとともに、離

島の持つ優位性を積極的に評価し、それを伸ばしていく取り組みが重要である。

また、住民をはじめ多様な主体の参画のもと、地域特性を最大限に発揮した特色ある産業の振興を図る

とともに、本県の国際的な観光・リゾート地形成の一翼を担う地域として、また、国民の総合的な健康保養の

場として形成していくことは、離島地域の自立的発展に資するばかりではなく、県土の均衡ある発展を促進

し、本県経済の全体的な発展を図っていく上からも極めて重要である。

さらに、沖縄振興計画の基本方向及び基本姿勢を踏まえて、離島を取り巻く時代の流れを的確に捉える

とともに、今後、多様化するニーズに適切に対応しうる社会システムを構築していく必要がある。

この計画は、以上の基本認識に基づき、新たに長期的、総合的な観点に立って離島の将来を展望し、そ

の振興の方向と施策の在り方を明らかにするために策定するものである。
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第２節 計画の性格

この計画は、「沖縄振興計画」の基本方向に沿って離島の振興を図るために策定する総合的計画であり、

その振興方向と実現のための施策を明らかにするものである。

したがって、県においては離島振興施策の基本となるものであり、市町村及び民間部門においてはその

自発的活動の指針となるものである。

第３節 計画の期間

この計画の期間は、平成14年度から平成23年度までの10か年とする。

第４節 計画の目標

この計画においては、住民の創意、豊かな自然や独特の文化など離島の有する特性を積極的に生かし

つつ、自立的発展のための基礎条件を整備するとともに、我が国の社会経済、文化の発展及び国民の総

合的な健康保養に寄与する特色ある地域として整備を図り、魅力に満ち、個性豊かで潤いのある地域社会

を実現することを目標とする。
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２４ 住みよく魅力ある島づくり計画 －沖縄21世紀ビジョン離島振興計画－
（平成24年度～平成33年度）

◎ 体系図

総 説 計画策定の意義
計画の性格
計画の期間
計画の目標
計画の効果的な実施

計画の基本方向 離島を取り巻く時代潮流
基本的課題 離島の地域特性

基本的課題

振興の基本方向 自然環境の保全・再生・適正利用
安らぎと潤いのある生活空間の創造

離島における定住条件 交通・生活コストの低減
の整備 交通基盤の整備と交通ネットワーク

の充実強化
教育及び文化の振興
健康福祉社会の実現
安全・安心な生活の確保

離島の特色を生かした 観光リゾート産業の振興
産業振興と新たな展開 農林水産業の振興

離島を支える地域産業の振興
離島の魅力や優位性を生かした
新たな産業の創出
科学技術の振興
雇用対策と多様な人材の育成・確保
交流と貢献による離島の新たな振興

振興施策の展開
●離島における定住条件の整備

自然環境の保全・再生・適正利用 生物多様性の保全
陸域・水辺環境の保全
自然環境の再生
自然環境の適正利用
県民参画と環境教育の推進

安らぎと潤いのある生活空間の創造 持続可能な循環型社会の構築
・3Rの推進
・適正処理の推進

低炭素島しょ社会の実現
・地球温暖化防止対策の推進
・クリーンエネルギーの推進
・低炭素都市づくりの推進

生活環境基盤の整備
・安定した水資源の確保と
上水道の整備

・下水道等の整備
・情報通信基盤の整備
・電力エネルギーの安定供給
・住宅の整備促進

価値創造のまちづくり
・沖縄らしい風景・まちづくり
・花と緑あふれる県土の形成
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交通・生活コストの低減 交通・生活コストの低減
石油製品の価格安定化

交通基盤の整備と交通 航空交通
ネットワークの充実強化 海上交通

陸上交通
交通ネットワークの充実

教育及び文化の振興 公平な教育機会の確保及び教育
に係る負担の軽減
沖縄らしい個性を持った人づくりの
推進
自ら学ぶ意欲を育む教育の充実
国際性と多様な能力を涵養する
教育システムの構築
文化の振興

健康福祉社会の実現 健康・長寿おきなわの推進
・沖縄の食や風土に支えられた
健康づくりの推進

・「スポーツアイランド沖縄」の形成
子育てセーフティネットの充実
健康福祉セーフティネットの充実
・高齢者が住み慣れた地域で
生き生きと暮らせる環境づくり

・障害のある人が活躍できる
環境づくり

・県民ニーズに即した保健医療
サービスの推進

・福祉セーフティネットの形成
・保健衛生の推進

安全・安心な生活の確保 共助・共創型地域づくりの推進
・住民の社会参加活動の促進と
協働の取組の推進

・交流と共創による農村漁村の
活性化

社会リスクセーフティネットの充実
・安全・安心に暮らせる地域づくり
・災害に強い県土づくりと防災対策
の強化

米軍基地から派生する諸問題及び
戦後処理問題の解決

●離島の特色を生かした産業振興と新たな展開
観光リゾート産業の振興 離島観光ブランドの確立

市場特性に対応した誘客活動
の展開
観光客の受入体制の整備
観光人材の育成
産業間連携の強化

農林水産業の振興 おきなわブランドの確立と生産供給
体制の整備
流通・販売・加工対策の強化
農林水産物の安全・安心の確立
担い手の育成・確保及び経営安定
対策等の強化
農林水産技術の開発と普及
亜熱帯・島しょ性に適合した農林
水産業の基盤整備
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フロンティア型農林水産業の振興

離島を支える地域産業の振興 中小企業等の支援体制の充実

特産品開発などマーケティング支援
等の強化
伝統工芸品等を活用した感性型
ものづくり産業の振興
商店街・中心市街地の活性化と
商業の振興
情報通信関連産業の振興
建設産業の活性化と新分野・
新市場の開拓

離島の魅力や優位性を生かした ソフトパワーを活用した新事業・
新たな産業の創出 新産業の創出

環境関連産業の戦略的展開
海洋資源調査・開発に向けた
取組の推進

科学技術の振興 研究開発成果の技術移転による
地場産業の高度化
科学技術を担う人づくり

雇用対策と多様な人材の育成・確 雇用機会の創出・拡大と
求職者支援
若年者の雇用促進
職業能力の開発
働きやすい環境づくり
離島を支える多様な人材の育成・
確保

交流と貢献による離島の新たな振興 地域間交流の促進

国際協力・貢献活動の推進

圏域別振興方策 北部圏域 伊平屋村（伊平屋島・野甫島）

伊是名村（伊是名島）
伊江村（伊江島）
本部町（水納島）

中・南部圏域 うるま市（津堅島）
南城市（久高島）
渡嘉敷村（渡嘉敷島・前島）
座間味村（座間味島・阿嘉島・慶留間島）
粟国村（粟国島）
渡名喜村（渡名喜島）
久米島町（久米島・奥武島・オーハ島）
北大東村（北大東島）
南大東村（南大東島）

宮古圏域 宮古島市（宮古島・池間島・大神島・来間島・伊良部島・
下地島）
多良間村（多良間島・水納島）

八重山圏域 石垣市（石垣島）
竹富町（竹富島・西表島・鳩間島・由布島・小浜島・黒島・新
城島上地・新城島下地・波照間島・嘉弥真島）
与那国町（与那国島）
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◎ 住みよく魅力ある島づくり計画（抄）

第１節 計画策定の意義

新たな世紀の初頭が過ぎようとしている今日、離島地域を含む沖縄は、グローバル経済の進展、中国を

はじめとするアジア諸国の伸張、我が国における少子高齢社会の到来や総人口の減少など、これまでの時

代の枠組みが大きく変動していく渦中にある。

これまで離島振興については、３次にわたる沖縄振興開発計画及び沖縄振興計画並びに沖縄県離島

振興計画等に基づき、諸施策が進められてきた。

その結果、農林水産業等の生産基盤、空港、港湾、道路等の交通基盤の整備、水道、電気等の生活関

連、医療・福祉・教育施設等の整備を中心に各方面にわたり相当の成果を上げ、住民生活も向上するとと

もに、産業面においては、特に観光関連の分野で進展が見られるなど、離島地域の社会経済は着実に発

展してきた。

しかしながら、離島地域においては、住民生活及び産業振興の両面で依然として沖縄本島地域等との

格差が存在しており、多くの離島市町村で人口が減少している。

このような格差は、遠隔性、散在性、狭小性等の離島地域が抱える条件不利性に起因して発生しており、

住民生活を圧迫し、産業振興の制約となっている割高な移動コストや輸送コスト、行政サービスの高コスト

構造、教育、医療、福祉等の基礎的な生活条件の整備や産業振興の遅れなど、様々な分野で課題が残さ

れており、その解決を図る施策を推進することが求められている。

一方、いわゆる国境離島を含む沖縄の離島地域は、日本の領空、領海、排他的経済水域（ＥＥＺ）の保

全など国家的利益の確保に重要な役割を果たしている。また、広大な海域に存在する様々な海洋資源は、

今後の我が国の経済発展に寄与する可能性を有している。さらに、離島地域は島々で異なる個性豊かな

自然環境、文化、歴史的遺産等の魅力を有しており、こうした離島の多様性は観光資源として大きな魅力と

なるとともに、県民の食料供給地としても重要な地域となっている。

こうした中、県民が望む20年後の沖縄のあるべき姿、ありたい姿を描いた沖縄21世紀ビジョン（平成22年

３月沖縄県策定）においては、交通体系の整備、基地跡地利用等と並んで、離島振興を重要課題として位

置付けている。

また、沖縄21世紀ビジョンの実現に向けて、平成24年５月に県が策定した改正沖縄振興特別措置法（平

成24年４月施行）第４条に基づく沖縄振興計画である沖縄21世紀ビジョン基本計画（以下「基本計画とい

う。）においては、離島の果たしている役割にかんがみ、県民はもとより国民全体で離島住民の負担をともに

分かち合い、離島地域を支えるという理念のもとに離島振興に取り組み、離島の条件不利性を克服し、住

民が安心して生活し働くことができる持続可能な地域社会を形成していくため、交通・生活コストの低減、生

活環境基盤の整備、教育、医療、福祉等の分野における住民サービスの向上など定住条件の整備や、離

島地域の特色を生かした産業の振興など、総合的な離島振興策を推進することとしている。

さらに、沖縄振興特別措置法においては、産業振興、離島振興、人材育成、交通コスト対策、医療、教

育、福祉など極めて広範囲な分野を対象として、沖縄県及び本県市町村が自主的な選択に基づいて実施

する事業に充てることができる沖縄振興交付金制度が創設されたところであり、関係市町村との適切な役割

分担と密接な連携の下に、効果的かつ効率的に施策を推進していく必要がある。

こうしたことを踏まえ、今後の離島振興に当たっては、時代の潮流を見据えながら、定住条件の整備や離

島の特色を生かした産業振興に取り組むとともに、離島地域が有する潜在力を十分発揮し、沖縄県並びに

我が国の経済発展に貢献する地域として、存在価値を高めていく必要がある。

この計画は、以上の基本認識に基づき、長期的、総合的な視点に立って離島振興の基本方向とこれに

基づく県の取組等を明らかにするために策定するものである。
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第２節 計画の性格

この計画は、基本計画で示された基本方向等を踏まえ離島振興を図るための総合的計画であり、

離島振興の目標、基本方向及び施策等を明らかにするものである。

したがって、沖縄県における離島振興施策の基本となるものであり、関係市町村、住民、企業、

団体、ＮＰＯなど離島振興に取り組む多様な主体の自発的な活動の指針となるものである。

第３節 計画の期間

この計画の期間は、基本計画の期間である平成24年度から平成33年度までの10年間とする。

第４節 計画の目標

この計画においては、県民はもとより国民全体で離島の負担を分かち合い、支え合う仕組みを構築して

離島における定住条件の整備を図り、美しい自然景観や個性豊かな文化など離島の特性を生かして産業

の振興と雇用機会の創出を図るとともに、近隣アジア諸国等との友好関係の構築など、新たな分野への展

開を図り、離島がその潜在力を十分に発揮し、希望と活力にあふれる豊かな地域社会を実現することを目

標とする。

第５節 計画の効果的な実施

この計画の推進に当たっては、本計画で示した課題に着実に対応することが重要であり、沖縄県等の取

組が課題の解決に向けてより有効な手段となるよう、常に施策等の見直し、改善を行うことが必要である。

このため、沖縄21世紀ビジョン実施計画における毎年度の施策評価の結果等を活用し、離島振興施策に

ついても見直し、改善を行う。

また、計画の中間地点である５年目を目途に、本計画で示した取組の実績、社会経済情勢や県民ニー

ズの変化等を踏まえ、施策効果や施策の基本方向等について点検・評価を行い、必要に応じて本計画の

見直しを行うこととする。
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